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基本施策１ 市民協働に関する情報の収集及び提供 

市民協働に関する情報のニーズは、その内容、媒体ともに多岐にわたっています。また、

市民活動を行っている人、関心があり始めたいと思っている人、関心が低い人など、情報の

受け手は多様化しています。 

市民活動団体の活動内容、イベント情報、人員募集、行政などの支援制度の情報など、情

報の受け手の多様なニーズを満たすよう、幅広い情報を収集し、提供することが必要です。

また、情報ツールが多様化し、活動団体の年齢層も幅広くなっている中で、多様な広報媒体

を利用した情報の収集及び提供が求められています。 

市政だよりやホームページ「市民活動情報ひろば」、「地域交流センター便り」など既存の

情報ツールによる情報発信を充実するとともに、新たにメールマガジンなどの広報媒体など

も取り込み、多様な広報媒体を利用した市民活動の情報発信を行います。 

また、あいちＮＰＯ交流プラザなど、他の市民活動支援機関と連携、情報を共有し、市民

や市民活動団体により充実した情報を提供できるよう努めます。 
 
 

(1) 多様な広報媒体を利用した市民活動情報の発信 

広報媒体は多様化しており、様々なニーズにあった情報発信を行う必要があります。広報

紙などへの掲載を始め、ホームページ「市民活動情報ひろば」の内容の充実、新たな広報媒

体での情報発信などに取り組みます。 
 

   ＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民活動情報ひろば

による情報発信及び

活用促進 

市内を活動拠点とする市民活動団体の活動内容やイベント

などを紹介するホームページである「市民活動情報ひろば」

を活用し、より活発な情報発信ツールとなるような環境づ

くり、情報発信を行います。 

継続 

②市政だよりを活用し

た情報発信 

市政だよりを活用し、本市の市民活動支援制度の情報提供、

事業やイベント情報などの発信を行います。 
継続 

③市民活動団体ガイド

ブックによる情報発

信 

市内を活動拠点とする市民活動団体の活動内容や目的など

を紹介する「市民活動団体ガイドブック」を定期的に作成

し、市民活動団体の総合的な情報提供を行います。 

継続 

④地域交流センター便

りによる情報発信 

地域交流センターで行われる講座・イベントの紹介や、各

地域の活動団体の活動情報などを発信する「地域交流セン

ター便り」を定期的に作成し、より身近な地域の市民活動

に関する情報提供を行います。 

継続 

⑤メールマガジンの発行 

基本事業 

メールマガジン受信希望団体の調査や団体が求める情報の

把握を行います。メールマガジンの発信方法・内容の検討

を実施し、発行します。 

新規 

⑥地元メディアを活用

した情報発信 

地元メディアである、ＦＭおかざきやミクスネットワーク

株式会社などと連携し、より広域的な情報発信を検討しま

す。 

新規 
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(2) 市民活動の理解と参加へのきっかけづくり 

市民活動の裾野を拡大するためには、広範な市民の活動に対する理解と参加が必要です。

市民活動団体の活動内容を伝える、市民活動のやりがいや楽しさを知ってもらう機会を増や

すなど、市民活動への理解を促し、参加へのきっかけづくりとなるような事業を行います。 
 

   ＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民公益活動助成金

など成果報告会の開

催 

市民公益活動助成金を受けて事業を行った市民活動団体

が、その成果を報告するなど、より多くの市民が市民活動

に参加するきっかけづくりを行います。 

継続 

②市民活動講座・シンポ

ジウムなどの開催 

「市民活動のはじめかた、続け方」「市民活動団体のステッ

プアップ講座」など、段階に応じた市民活動講座を開催し

ます。また、必要に応じ市民活動に関するシンポジウムな

どを開催し、市民活動に対する一般市民の理解を深めます。 

継続 

 

(3) 市民活動支援機関などとの連携・情報共有 

市民活動の活動領域や分野は多様化しており、幅広い情報提供が求められています。あい

ちＮＰＯ交流プラザなど広域の市民活動支援機関や他の市民活動支援センター、社会福祉協

議会ボランティアセンターなどと連携し、情報共有を行うことでより充実した情報提供を行

います。 
 

 ＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①愛知県との連携・情報

共有 

愛知県が運営する市民活動支援センター「あいちＮＰＯ交

流プラザ」と連携し、ＮＰＯ法人認証に関する情報共有を

行い、充実した情報提供を行います。 

新規 

②他市町村との連携・情

報提供 

他市町村の市民活動支援センターと連携し、市民活動に関

する情報共有を行い、充実した情報提供を行います。 
新規 

③社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターと

の連携・情報共有 

社会福祉協議会ボランティアセンターと連携し、市民活動

に関する情報共有を行い、充実した情報提供を行います。 
新規 

④事業者との連携・情報

共有 

事業者で組織するボランティアグループなどと連携し、Ｃ

ＳＲ活動の促進のための情報共有を行い、充実した情報提

供を研究します。 

新規 

⑤大学、教育機関などと

の連携・情報共有 

大学、教育機関などと連携し、市民活動に関する情報共有

を行い、充実した情報提供を研究します。 
新規 
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基本施策２ 市民活動の支援及び推進 

本市の市民活動団体は、組織や資金、人材育成などの課題を抱えている団体が多くあり、

今後は、団体の支援が重要な課題となります。 

市民活動団体の財政的自立、人材の確保、運営能力の向上など、市民活動団体が行政の協

働のパートナーとして自立できるよう、活動基盤を強化していく必要があります。 

市民活動団体に対する財政的支援や市民活動の人材育成、行政と市民の間に立つ中間支援

団体の支援などを通じて、市民活動団体が自由に安心して活動できる基盤整備を行います。 

 

(1) 市民活動への財政的支援 

市民活動団体にとって、活動資金の不足は主要な課題の一つとなっています。市民活動団

体が安心して積極的に活動を展開できるよう、助成金制度や保険制度の見直しを進めるなど、

市民活動団体への財政的支援を行います。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民活動を支援する

助成制度の検討 

基本事業 

市民活動団体への助成制度を、「育成期」に合わせた制度と

なるよう検討します。 
継続 

②市民活動総合補償保

険の運営 

市民活動団体が、安心して地域社会づくりに参加できるよ

う、市が保険料を負担する「市民活動総合補償保険」を運

営します。 

この制度については、実態に即した制度となるように検討

を行います。 

継続 
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(2) 市民活動を担う人材の育成 

市民活動団体のメンバーの不足や会員の高齢化など、多くの団体が人材不足を課題として

あげています。市民活動を始める人から組織や団体のリーダーとなる人材の育成まで、今後

の市民活動を担う人材の育成を図ります。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①マネジメント・リーダ

ー育成の研究 

本市または中間支援ＮＰＯによる団体のマネジメント能力

向上及びリーダー育成のための人材育成について研究しま

す。 

新規 

②体験型の学習機会の

提供 

本市または中間支援ＮＰＯによる体験型の学習機会の講習

会や現地見学ツアーなどの開催を通じて、市民活動に興味

のある人や、市民活動を始めた人への学習の機会を提供し

ます。 

新規 

③相談事業の展開 
市民活動団体の運営から事業の実施に至るまで、各団体の

課題を解消する一助となるよう、相談を受け付けます。 
新規 

④情報発信力強化研修 

市民活動団体の情報発信について、より効果的な発信方法

を提案し、研修を行い、市政だよりやホームページなど、

本市の情報発信媒体への掲載を支援します。 

新規 

 

(3) 事業者による支援 

市民協働の新たな担い手の一つである事業者との市民協働についても、今後必要な施策と

して展開が期待されます。企業のＣＳＲ活動への機運も高まっている現状から、事業者が、

市民活動団体に対する資金的・人的支援や市民活動に伴う人材育成などの支援事業などを行

うことが可能かどうか、研究していきます。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

 事業者による支援に

関する研究 

事業者による、市民活動団体に対する資金的・人的支援や、

市民活動に伴う人材育成などの支援事業が可能かどうか、

研究します。 

新規 
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(4) 中間支援ＮＰＯの発展の支援 

市民協働の推進には、本市と市民の間に立ちコーディネート機能の役割を果たす中間支援

ＮＰＯの存在が不可欠です。また、市民のニーズにあった情報提供や市民活動支援を行うな

ど、中間支援ＮＰＯの役割は多岐にわたります。 

市民活動団体の支援や市民協働の推進を担う機関として、中間支援ＮＰＯの発展の支援を

図ります。また、法人化を目指す市民活動団体については、中間支援ＮＰＯが法的手続きな

どについて相談に応ずることができると、市民協働の活性化に大きな役割を担うことになる

ため支援します。 
 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

 中間支援ＮＰＯの発

展の支援 

市民活動団体などの支援活動を行う中間支援ＮＰＯと本市

が、より連携を強化するための会議を継続・定期的に実施

すると共に、認知される働きかけを検討します。 

中間支援ＮＰＯが、特定非営利活動法人化を目指す市民活

動団体への情報提供や相談ができるよう支援します。 

継続 

 

(5) 市民活動団体登録 

市民協働の推進においては、公益性のある市民活動団体を支援し、協働によるまちづくり

を推進するという目的を明確にする必要があります。 

市内で市民活動を行う団体を対象とした市民活動団体登録制度を活用して、公益活動を行

う団体への支援体制を整えます。また公益活動の定義を明確にするなど、より市民協働の目

的に即した制度となるよう、登録要件や手続きなどの見直し、検討を行います。 
 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民活動団体登録の

促進 
市民活動団体の登録制度の要件を周知していきます。 継続 

②市民活動団体の公益

活動の定義の明確化 

基本事業 

市民活動団体が行う社会貢献度の高い公益活動の定義を明

確にし、市民活動団体の登録の要件を検討します。 
新規 
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基本施策３ 市民活動団体等の連携の推進及び強化 

市民協働のあり方としては、市民活動団体と行政、あるいは事業者と行政との間での協働

があります。それに加え、市民活動団体間の連携があり、この市民活動団体間の連携は、市

民協働の推進において非常に重要な領域でもあります。そのため、市民活動団体間での連携

への意識啓発を促すとともに連携体制の整備を図ることが必要です。 

市民活動に関する情報を共有し、互いの連携によってさらなる活動の発展につながるよう、

市民活動団体間のネットワークを構築します。またその成り立ちや組織形態が異なるため、

従来連携が少なかったテーマ型市民活動団体と地域コミュニティ型市民活動団体間の連携の

促進などについても相互の連携が進むよう検討します。 

 

(1) 市民協働の担い手の連携の推進及び強化 

市民協働の担い手である市民活動団体や事業者などが、お互いに情報を交換、共有し合う

ことにより、連携が深まり、さらなる活動の発展につながります。新たな情報媒体の提供や

交流の場の充実を通じて、市民活動団体などの連携を推進します。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民活動団体交流会

の実施 

テーマ型市民活動団体間の連携を促進するための交流会や

意見交換会を実施します。 
継続 

②市民活動団体などの 

 連携体制の検討 

基本事業 

市民協働の連携については、地域コミュニティ型市民活動

団体やテーマ型市民活動団体、事業者や大学などにまで可

能性が広がります。その連携体制について検討します。 

新規 

③メーリングリストを

活用した連携 

メーリングリストへの参加を希望する市民活動団体向け

に、市民活動に関する様々な分野の新鮮な情報提供につい

て研究します。 

新規 
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基本施策４ 市民活動拠点の充実 

多くの市民活動団体が、市内の地域交流センター及び市民活動センター、社会福祉協議会

ボランティアセンターなどの市民活動の拠点となる施設を利用してその活動を展開していま

す。そのため、これらの施設における市民活動拠点としての役割の充実は、非常に重要な課

題です。 

地域交流センター及び市民活動センター、社会福祉協議会ボランティアセンターの運営や

事業を充実させるとともに、各地域の拠点施設においては、地域住民の参画により、地域の

ニーズにあった事業を展開します。 
 

(1) 市民活動拠点施設の運営の充実 

市民活動を活性化するためには、市民活動拠点施設の運営を適切に進めることが必要です。

市民が利用しやすく、情報交流の場となるような活動拠点の体制づくりを行います。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①地域交流センター、 

 市民活動センターの

運営 

地域交流センターの「地域の市民とともに育てていく施設」

のコンセプトを継続的に実施するための運営体制の充実を

図ります。市民活動センターは、本市の中央地域にあり、

地域交流センターのセンター機能としての役割も持つた

め、総合的な運営体制の構築や情報発信の場の運営体制の

充実を図ります。 

継続 

②社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターの

運営 

地域住民の社会福祉に関する理解と、ボランティア活動へ

の参加・促進を図るための運営を実施します。 継続 

③各市民活動拠点施設

間の連携強化 

基本事業 

市民活動拠点施設となる各地域交流センター及び市民活動

センター及び社会福祉協議会ボランティアセンター間の連

携を強化します。 

新規 

 

社会福祉協議会ボランティアセンター 

社会福祉協議会ボランティアセンターは、福祉会館２階に位置

し、地域住民の社会福祉に関する理解と関心を高め、ボランティ

ア活動への参加、促進をはかることを目的に設置されました。 

主に、ボランティア活動の相談・支援、援助、情報の収集・提

供、啓発活動、研修活動、連絡・調整、基盤整備、保険加入窓口

などの業務を行っています。 
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(2) 市民活動拠点施設の機能の充実 

市民活動支援の拠点施設として、市民が使いやすい施設づくりを目指すとともに、市民活

動を支援するための様々な事業を計画的かつ継続的に実施します。また、地域における協働

をコーディネートする機能の役割も持つため、その事業展開も期待されます。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①地域交流センターの

事業の充実 

地域住民との協働により、様々な市民活動が活性化するた

めの、地域のニーズにあった事業を計画的に展開します。 
継続 

②市民活動センターの

事業の充実 

市民との協働により、様々な市民活動が活性化するための

事業を計画的に実施します。 
継続 

③社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターの

事業の充実 

「社会福祉協議会ボランティアセンター活動推進計画」に

基づき運営を実施します。 
継続 

 

 

 

 

市民活動センター 

図書館交流プラザ「りぶら」には、活動支援として生涯学習センター、市民活動センター、男

女共同参画センター、国際交流センターの 4 つの機能を有する市民活動総合支援センターが設

置されており、市民活動センターでは講座、情報提供、相談事業 

などの実施により市民活動をサポートしています。 

全市的な拠点として、相談窓口、情報発信、講座の開催などの

事業を通じて、市民活動団体の交流促進と市民活動の活性化を進

めています。 

地域交流センター 

市民活動支援機能の充実や、ボランティア活動の受け皿整備など、「地域レベルのまちづくり活

動推進とシビルミニマムを充足するための複合機能を有する交流拠点」として、「地域の・地域に

よる・地域のための活動」の活発化を図るための施設です。 
 

▼北部地域交流センター「なごみん」  ▼南部地域交流センター「よりなん」   ▼西部地域交流センター「やはぎかん」 

  （平成 17 年４月開館）    （平成 18 年 10 月開館）      （平成 20 年２月開館）

 

 

 

 
  

※東部地域交流センター：平成 24 年度開館を目指し計画を進めています。    

（平成20年 11月開館）
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基本施策５ 市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり等 

市民協働によるまちづくりは、市民や行政内の理解を得て、評価などを踏まえながら、よ

りよい推進体制、事業のあり方を検討する段階にあります。 

市民協働によるまちづくりを確実に、かつ効果的に進めていくために、全市的な市民協働

推進体制や評価体制の充実、市民協働事業の円滑な実践方法の確立などの整備が必要です。 

本市においても、市民協働の推進体制や評価体制の充実や市民協働事業の仕組みづくりな

どを行います。 

市民協働のまちづくりは始まったばかりであり、市民と職員双方に市民協働への理解が不

十分であることが大きな課題となっています。お互いに理解・尊重し、市民協働についても

理解を深めるため、市民と職員双方の意識改革を図ります。 
 
 

(1) 市民協働推進体制の充実 

市民協働を推進するためには、体制づくりの整備が不可欠です。本市内部の体制づくりや

市民協働推進委員会との協議による市民協働推進体制の整備を行います。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民協働推進体制の

整備 

市民協働に関係の深い本市関係課等により構成した市民協

働庁内推進会議により、内部の市民協働推進体制を整備す

ると共に、市民協働推進委員会との連携を図り、市民協働

の評価・見直しを検討する体制を整備します。 

継続 

②市民協働事業の検証 

市民協働事業の実施後、当事者双方及び市民協働推進委員

会が評価し、以後の事業実施へのフィードバック、市民協

働推進指針の改善にもつなげます。 

新規 

③市民協働推進指針の

見直し 

市民協働を推進するため、市民と行政が共有できるルール

として市民協働推進指針の見直しを検討します。 
新規 
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(2) 市民協働コーディネーターの養成 

市民活動団体と行政並びに事業者間、または市民活動団体間などでの協働事業を始める際

に、双方のニーズに合ったふさわしいパートナー選びの調整をする市民協働コーディネータ

ーの養成に努めます。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

 市民協働コーディネ

ーターの養成 

基本事業 

市民活動団体間、市民活動団体と行政並びに事業者間の協

働する事業を調整する市民協働コーディネーターの養成に

努めます。 
新規 

 

(3) 市民参加・参画手法の推進 

市民主導型市政を一層推進するため、市民参加・参画の多様な手法を研究していきます。

そのひとつの手法であるパブリックコメント制度を活用し、本市の意思決定過程における公

正性の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を推進し、市民への説明責

任を果たします。 

政策形成の際に、問題解決や計画づくりのために、市民のだれもが自由に意見を述べられ

る雰囲気の中で、会議や研修会などを進める方法のひとつであるワークショップを積極的に

活用します。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①パブリックコメント

制度の活用 

本市の基本的な政策などの策定にあたり、事前にその内容

を公表し、公表したものに対する意見の提出を受け、提出

された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出され

た意見の概要と本市の考え方を公表します。 

継続 

②ワークショップ手法

のマニュアル作成 

まちづくりにおいて、地域に関わる様々な立場の人々が、

自ら参加して、地域社会の課題を解決するため、ワークシ

ョップ手法のマニュアルづくりを検討します。 

新規 
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(4) 本市職員の意識改革 

本市の体制及び職員に対する重要な課題として、「市民活動団体の活動及び市民協働に関す

る理解の促進」があげられています。職員研修などを通じて、職員の市民協働に対する理解

や意識改革を図ります。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①職員研修の充実 
職員向研修の実施により、管理職を始めとした職員の市民

活動団体への理解と市民協働に関する知識を深めます。 
継続 

②職員の市民活動への

自主的・主体的参加

の推進 

職員向けに、市民活動に関する情報を定期的・継続的に提

供し、自主的・主体的参加を促します。 
新規 

 
 

(5) 市民協働事業の仕組みづくり 

本市では、第３章１⑵に記載したとおり、各課が必要に応じて市民協働事業を実施してき

ました。また、市民協働事業の公募事業を平成 18 年から３年間モデル事業として実施し、

実践を積み重ね、「新たな公」の拡充を目指し市民満足度を高めるための事業を行ってきました。  

市民協働事業は、市民・行政双方の関わりの程度や役割・責任の分担について、多様な実

施形態がありその手法は、各課において検討されてきましたが、事業の実施にあたっては、

協働の目的・役割分担・責任などについて協定書を結び、事業後にはその事業評価を実施す

るなど、そのプロセスについて制度化をする必要があります。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

 市民協働事業の仕組

みづくり 

市民協働事業を推進するために、役割分担などを明示した

協定書を締結し、事業後に事業評価するなど、市民協働事

業を実施するための仕組みを構築します。 

継続 

 
 
 

(6) 財政的措置の研究 

市民活動団体が抱えている資金面での課題を解決できるよう、予算を確保するなど、様々

な手法について研究します。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

 安定財源の確保 

本市における市民協働の成熟度に応じ、適切な予算による

財政支援や、市民活動団体による自主財源の確保が促され

るよう、財源対策などを研究します。 

新規 
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その他市民協働及び市民活動を推進するため必要と認めるもの  

基本施策６ 町内会活動の活性化 
 

町内会を中心とする地域コミュニティ組織は、本市との連携により、ごみの減量化や美化

活動、地域防災など地域課題の解決に向けた活動を展開してきましたが、一部地域における

担い手の減少などにより、地域に根ざした活動が困難になっている地域があります。 

このため、町内会が地域課題の解決に専念できる体制づくりを支援する必要があり、町内

会活動への相談事業、テーマ型市民活動団体や事業者との協働をコーディネートできる人材

の養成や行政の委託事業の精査などについて研究します。 

安心して町内会活動が継続できるよう、既存の地区集会施設整備事業費の補助制度に加え、

耐震化調査に関する補助制度などについて研究します。 

また、担い手不足などによりテーマ型市民活動団体との協働による多面的な活動が必要な

地域については、身近な地域の市民活動に関する情報提供を行います。 
 
 

(1) 市民協働に関する情報の収集及び提供 

町内会が他の市民活動団体と連携した活動ができるように、身近な市民活動情報の提供を

行います。 

また、町内会活動に対する理解を深めていただくため、新任町総代実務研修会などにおい

て市民協働に関する情報提供を行います。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①各種事業の情報発信 

地域交流センターで行われる講座・イベントの紹介や、各

地域の活動団体の活動情報などを発信する「地域交流セン

ター便り」を定期的に作成し、より身近な地域の市民活動

に関する情報提供を行います。 

新規 

②町内会活動研修会の

開催 

新任町総代に対する活動研修会を開催し、段階に応じた講

座を計画します。 

また、必要に応じシンポジウムなどを開催し、町内会活動

に対する理解を深めます。 

新規 
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(2) 市民活動の支援及び推進 

市民ニーズの多様化、価値観の変化、少子高齢化などによる社会情勢の変化は、町内会に

子育て支援、高齢者援護、防災・防犯といった新たな課題を生み出しています。 

町内会が安心して活動することができ、地域の課題を解決できるよう相談事業やマネジメ

ント・リーダーの育成などの研究を行います。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①市民活動総合補償保

険の運営 

市民活動団体が、安心して地域社会づくりに参加できるよ

う、適切な予算により本市が保険料を負担する「市民活動

総合補償保険」を運営します。 

この制度については、実態に即した制度となるように検討

を行います。 

継続 

②相談事業の展開 
町内会の運営から事業の実施に至るまで、町内会の課題を

解消する一助となるよう、相談を受け付けます。 
継続 

③マネジメント・リーダ

ー育成の研究 

本市または中間支援ＮＰＯによる団体のマネジメント能力

向上及びリーダー育成のための人材育成について研究しま

す。 

新規 

 

(3) 市民活動団体などの連携及び強化 

増え続ける地域課題に対応するため、従来連携の少なかった町内会とテーマ型市民活動団

体などとの連携の促進について検討します。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

 市民活動団体などの

連携体制 

市民協働の連携については、地域コミュニティ型市民活動

団体やテーマ型市民活動団体、事業者や大学などにまで可

能性が広がります。その連携体制について検討します。 

新規 
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(4) 活動拠点施設の充実 

地区集会施設の新設、修繕に対し補助することにより、地域課題の共有をはかるため拠点

整備の支援を行います。また、それぞれの地域において防災体制の充実が求められており、

安心して活動ができるように地区集会施設の耐震調査に対する補助制度について研究します。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①地区集会施設整備事

業費補助金 

市民の地域的な共同活動のために利用する施設の整備の促

進を図り、集会施設の利用を通じた市民相互の自治意識の

高揚に資するため、その事業費の一部を適切な予算により

補助します。 

地区集会施設の耐震調査に対する補助制度について研究し

ます。 

継続 

②市民ホームの利用 
地域課題を解消し、地域の市民活動団体による公益活動を

促進するため市民ホームの有効利用を検討します。 
継続 

 

 

(5) 市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり、財政的支援 

町内会が地域課題の解決に専念できる体制づくりを支援する必要があり、本市から町内会

への委託事業の精査について研究するとともに、市民協働コーディネーターの養成に努めま

す。 
 

＜主要事業＞ 

事業名 事業内容 新規・継続

①各地域の課題解決の

研究 
 

基本事業 

本市の委託事業について精査し、一部の地域で生じている

担い手不足などといった地域課題の解決方法について研究

します。 

新規 

②市民協働コーディネ

ーターの養成 

市民活動団体間、市民活動団体と行政並びに事業者間の協

働する事業を調整する市民協働コーディネーターの養成に

努めます。 

新規 
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６ 基本事業 

市民協働を推進するために、「市民協働推進条例」第７条の基本施策に基づく様々な推進施

策について、前項において定めてきました。これらの主要事業を円滑に進行するため、計画

期間において当面優先的に取り組むべき事業を「基本事業」と位置付けて実施することとし

ます。 

基本事業は、主要事業のうち、以下の７事業とします。 
 

基本事業 
   

基基本本事事業業１１  メールマガジンの発行  
    

基基本本事事業業２２  市民活動を支援する助成制度の検討 
 

基基本本事事業業３３  市民活動団体の公益活動の定義の明確化 
 
 
 
 
 
 
 

基基本本事事業業４４  市民活動団体などの連携体制の検討 
 
 
 
 
 
 

基基本本事事業業５５  各市民活動拠点施設間の連携強化 
 
 
 
 
 
 

基基本本事事業業６６  市民協働コーディネーターの養成 
 
 
 
 
 
 

基基本本事事業業７７  各地域の課題解決の研究  
基本施策６ 

基本施策５ 

基本施策４ 

基本施策３ 

基本施策２ 

基本施策１ 
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  基基本本事事業業１１    メメーールルママガガジジンンのの発発行行  
 

市民協働に関する情報のニーズが多岐にわたっており、多様なニーズを満たすよう幅広い情報

収集及び提供が求められています。 

そのニーズを満たす手法の一つとして、受信を希望する市民協働の担い手向けにメールマガジ

ンを発行し、新たな情報提供を行うことで市民活動の活性化を促進します。 

  

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●多様化する情報ニーズを満たす新たな

情報媒体の提供 

取組内容 

市民協働に関する情報の収集及び提供の

手段としては、本市市民活動団体への登

録制度による情報収集や、市政だよりの

活用、ホームページやガイドブック及び

市民活動団体への便りによる情報発信を

行っています。情報化社会が進展してい

る現在、電子メールを活用した情報交換

が当たり前となり、益々その活用方法を

検討する必要があります。 

 

●市民活動団体へメールマガジンによる

情報提供のニーズ調査 

●掲載する情報に関するニーズ調査 

●掲載する情報の収集 

●掲載レイアウトの検討 

 

  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 

検討・試行 

 

 

発行開始 
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  基基本本事事業業２２  市市民民活活動動をを支支援援すするる助助成成制制度度のの検検討討  
 

市民協働のパートナーとしての市民活動団体の成熟化が求められるなかで、多くの市民が市民

活動に参加し、様々な分野の市民活動団体の活動が活性化するための土壌づくり、市民活動団体

の資金面での自立などを目的として、既存の「市民公益活動助成金事業」を見直し、公益活動を

行う市民活動団体へ、適切な予算による資金面の支援を検討します。 

 

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●公益活動を行う市民活動団体に対

する、適切な予算による資金面の支

援の実施 

取組内容 

本市では、「市民公益活動助成金事業」とし

て、市民活動を開始した団体が、自立を促

進するための支援を目的とした①自立タイ

プの助成金と、３年以上の活動実績を有す

る団体が、地域の課題解決を行う際の支援

を目的とした②支援タイプの２種類の助成

金事業を行っています。しかし、市民公益

活動団体を審査する基準などが不明確であ

り、助成制度をより相応しい方式に見直す

必要があります。 

 

●市民協働推進委員会と書類審査・公

開審査会での審査基準・プロセスの

検討 

●助成金実施後の効果の検討 

 

  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 
検討 

 

制度の見直し 

 

 

   

 

  

  



 
 

58 

 

 

  基基本本事事業業３３  市市民民活活動動団団体体のの公公益益活活動動のの定定義義のの明明確確化化  
 

市民協働の推進においては、公益性のある活動団体について、その活動の支援を図り、協

働によるまちづくりを推進する必要があります。市内で活動を行う市民活動団体を対象とし

た「市民活動団体登録制度」について、公益活動の定義を明確にするなど、より適切な制度

として、見直し・検討を行います。 
 

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●公益性のある活動団体に対する

適切な支援 

取組内容 

本市では、「市民活動団体登録制度」として、下記

の要件（※）を満たす団体の登録を受け付けてい

ます。登録団体は、①団体の情報を市のホームペ

ージやガイドブックでＰＲできる、②保険の適用

が受けられる、③本市の助成制度を申請できる、

④市内の市民活動拠点施設を団体料金で利用でき

るなどのメリットを受けられます。これらの支援

施策は、公益活動を行っている市民活動団体への

支援施策であり、生涯学習活動や共助活動的な団

体との棲み分けを明確化する必要があり、要件で

ある公益活動の定義を、より具体的にする必要が

あります。 

 

●市民協働推進委員会とともに公

益活動の定義の明確化、具体化の

検討 

●市民活動登録団体は、年に 1 度公

益活動実績報告書の提出を義務

化し、公開する 

 
  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 

検討  

登録要件の明確化 

 

 

登録制度の改正 

  

 
 

  

  

※市民活動団体登録要件 
 

 ①営利活動、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動を行わないこと 

 ②市内を中心に活動していること 

 ③規約又は会則で公益を目的とする旨を定めていること 

 ④構成員が 5 人以上であること 

 ⑤構成員のうち少なくとも 1 人は、市内に住所を有する者であること 

 ⑥当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること 
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  基基本本事事業業４４  市市民民活活動動団団体体ななどどのの連連携携体体制制のの検検討討  
 

市民活動団体間の連携は、多くの市民活動団体が連携の推進の必要性を重視しています。 

連携を図ることで、市民活動団体間の情報を提供し合い、新たな活動への発展が期待でき

ます。また市民活動を活性化させる上でも重要な施策であり、その手法や体制づくりについ

て検討が必要です。 

 

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●市民活動を活性化するため、市民活

動団体間の連携の拡大 

取組内容 

市民活動団体などの連携については、市民公

益活動助成金交付団体による交流会や、地域

交流センター利用団体の発表交流会や体験

会、りぶらまつり、ＮＰＯフォーラム、ＮＰ

Ｏ座談会などを実施してきました。また地域

コミュニティ型市民活動団体との連携は、地

域活動報告交流会を実施するなど一部連携

が始まっており、事業所や大学などとの連携

についても市民協働の担い手としての重要

な可能性があるため、それらを含めた連携の

体制作りを検討する必要があります。 

 

●連携を図る対象となる市民活動団

体、事業者などの把握 

●交流会を毎年継続的に実施 

●交流会や市民協働の情報をメーリ

ングリストにより提供し、連携を図

る体制を検討 

 

  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 
検討 

 

 

 

随時実施 
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  基基本本事事業業５５  各各市市民民活活動動拠拠点点施施設設間間のの連連携携強強化化  
 

市民活動団体の多くが、市民活動拠点として公共施設を利用しており、その施設の充実を

図ることが重要な課題であり、要望も多くなっています。 

市民協働を推進するために、市民活動拠点の施設の充実を図ることは、市民活動が活発化

し、市民活動団体がステップアップすることに繋がります。そのため、市内の市民活動拠点

間が連携する体制を整備することで、市民活動拠点施設のレベルアップを図り、より充実し

たソフト事業が展開され、市民活動が活性化します。 

 

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●各地域の市民活動を活性化するた

め、各市民活動拠点施設の連携を強

化 

取組内容 

本市の市民活動拠点施設は、地域交流センタ

ーが北南西部に、市民活動センターが中央地

域にそれぞれ設置されています。４館が各地

域の特性を活かしながら運営しているのが

他市には無い特色です。また社会福祉協議会

ボランティアセンターにおいても福祉部門

の市民活動拠点として十分な機能を発揮す

るための取り組みが進められています。今後

は、市民活動拠点としてのより充実した市民

サービスを継続的に提供するために、各市民

活動拠点の連携を強化する体制づくりを目

指します。 

 

●利用者の意向調査 

●各市民活動拠点施設の運営者によ

る定期的な連携促進会議の検討 

●相互の施設の機能が充実するよう

な事業の検討 

 

  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 

調査・検討 
 

 

 

  

 

 

随時実施 

  

 

 

 



第４章 市民協働施策の展開 

61 

 

 

  基基本本事事業業６６    市市民民協協働働ココーーデディィネネーータターーのの養養成成  
 

市民協働を推進するには、その体制の充実、仕組みづくりが重要です。特に市民協働の事

業展開において、パートナー同士のつなぎ役となるコーディネーターの存在が、事業を円滑

に進める上では欠かせない存在となっています。 

本市では、地域交流センターや市民活動センターなどの、市民活動の拠点となる施設が各

地区に点在しており、それぞれの場所で活発な市民活動が展開されています。この拠点を活

用し、地域の身近なところに市民協働事業の推進、円滑な実施をサポートできる市民協働コ

ーディネーターの養成を目指します。 

 

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●市民の身近なところで、円滑な市民協働事

業が進むよう、市民協働コーディネーター

を養成 

取組内容 

テーマ型市民活動団体と地域コミュ

ニティ型市民活動団体など、異なる

組織形態や成り立ちを持つ市民活動

団体間の連携の推進が求められてい

ます。また社会福祉協議会ボランテ

ィアセンターにおいても福祉部門の

市民活動拠点として十分な機能を発

揮するための取り組みが進められて

います。これらの市民活動団体や、

市民活動団体と行政などの間に立

ち、両者のつなぎ役を果たす存在が

求められています。 

 

●市民協働コーディネーターの人材育成 

●対象者や事業などについて、どこにニーズ

があるかを調査 

●地域交流センターなどの拠点施設に、市民

活動団体間、市民活動団体と行政並びに事

業者間の協働する事業のつなぎ役となる

市民協働コーディネーターを養成 

●町内会ごとに特性のある地域課題に対応

できる市民協働コーディネーターの養成

を研究する 

 

  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 
検討 

 

 

 

  

 

 

養成 
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  基基本本事事業業 77    各各地地域域のの課課題題解解決決のの研研究究  
 

地域コミュニティの中心的な団体である町内会は、本市との連携により、ごみの減量化や

美化活動、地域防災など地域課題の解決に向け、活動を展開してきましたが、一部地域にお

ける担い手の減少などにより、地域に根ざした活動が困難になっている地域があります。今

後は、増大する地域課題に対応するため、地域の力を高め、減災力や犯罪抑止力を高めてい

くことが必要です。 

このため、町内会が地域課題の解決に積極的に取り組める体制づくりを支援する必要があ

り、各地域の課題解決を図るための研究を実施します。 

 

【【事事業業内内容容】】 

現状 目的 

●町内会が地域課題の解決に専念できる体

制づくりを支援するための研究 

取組内容 

社会状況などの変化により、町内会

に新たな課題が生じており、地域に

おける防災体制の充実、防犯体制の

整備、また一部の地域で町内会の担

い手不足が生じています。こうした

状況において、町内会は増大する地

域課題に対応するため地域の力を高

め、減災力や犯罪抑止力に対する意

識の向上を図る必要があります。 

 

●町内会への委託事業の精査 

●町内会との連携が可能な市民活動団体の

洗い出し 

●地域課題の抽出と円滑な課題解決を目的

とする他の市民活動団体との連携体制の

研究 

●地域力を高める組織体制の研究 

 

  

【【実実施施年年度度】】  
H22 H23 H24 H25 H26 

委託事業の精査・市民

活動団体の洗い出し 
 

 

  

 

 

連携体制と組織体

制の研究 
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７ 評価による実効性の確保 

市民協働を推進するために、「市民協働推進条例」第７条の基本施策に基づく様々な推進施

策については、本章において定めてきましたが、特に優先的に取り組むべき事業については

基本事業として実施します。 

本計画は、各施策の実施過程と共に、その進行と事業の評価が非常に重要であると捉え、

基本事業を中心とする実施事業について当事者双方及び第三者機関が評価し、その評価を公

表することによって得られた市民の意見などを次の本計画の策定に反映していきます。 

具体的には、本計画の終了年度の前年度である平成 25 年度には、実施事業評価シートを作

成し、市民協働推進委員会が評価、意見されたものを公開します。そこで得られた市民意見

も踏まえて、平成 26 年度に見直しを実施し「育成期」から「第２次市民協働推進計画」に繋

げ、適正な進行管理を行います。 

 

図表４ 計画の推進に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次市民協働 

推進計画 

      

 平成 26 年度 

 

   計画の見直し 

平成 25 年度 

 

実施事業評価 

第２次計画へ 育成期 

実施事業評価シートの作成 
→市民協働推進委員会で評価 
→評価シートの公開 
→市民意見の募集 
→評価・意見の反映 
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参考資料 

１ 岡崎市市民協働推進条例 

  平成21年３月27日 

条 例 第 ８ 号 

 

 本市は、豊かな水と緑に囲まれた環境の中、城下町、宿場町として古くから栄え、良好な地域社会

を築いてきました。私たちは、将来においてもこの環境を守り、地域社会を育てていかなければなり

ません。 

 しかしながら、従来の行政手法の継続では、少子高齢化社会を始めとする地域社会の変化や、今日

の多様な価値観とそのニーズの変化に対応した公共サービスを提供していくことが難しくなっていま

す。また同時に、市民への説明責任や市民満足度の向上を果たすことが求められています。 

 今後の公共サービスのあり方としては、市民協働を推進することにより、地域社会における必要な

施策、活動、各種事業などの取り組みに市民の声を届かせることが必要であり、市民・市民活動団体・

事業者・市が対等な立場で助け合い、支え合い、分かち合いの相互の関係を持ち、それぞれが自立し

ていかなければなりません。 

 市民協働の根本にあるのは、お互いの立場を尊重する思いやりです。そして、思いやりを持った、

やさしさを感じる社会を築き、真に豊かで暮らしやすい、市民が主体のまちを育てることが必要です。 

 市民協働の推進は、お互いが思いやりを持つことにより、各主体だけでは成し得ない創造的状況を

期待するものです。そして、安心して住み続けられる、ぬくもりのある人間性豊かなまちを育て、本

市の伝統や文化、自然を守り、市民に愛される地域社会を持続し、発展させ、さらには、子どもたち

に明るい未来を残すため、市民協働を推進する条例を制定します。 

 （目的） 

第１条 この条例は、市民協働の推進について基本的な理念を定め、並びに市民、市民活動団体、事

業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民協働に関する施策及び市民活動の基本となる事項

を定めることにより、これらを総合的かつ計画的に推進し、もって市民協働の推進を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 市民協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が対等の立場で相互の関係を持ち、地域におけ

る公共的活動について、各主体だけでは成し得ない創造的状況が生まれることをいう。 

 ⑵ 市民活動 不特定多数のものの利益の増進に寄与する活動又は良好な地域社会の維持及び形成
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に資する地域的な共同活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。 

  ア 営利を目的とするもの 

  イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの 

  ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

  エ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下エに

おいて同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は

政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの 

  オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの 

 ⑶ 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。 

 ⑷ 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。 

 （市民の役割） 

第３条 市民は、地域の発展のために、市民活動に参加し、協力するよう努めるものとする。 

 （市民活動団体の役割） 

第４条 市民活動団体は、自主性をもって市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解

されるよう、市民活動に伴う情報を公開するよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第５条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的にその推進に協力

するよう努めるものとする。 

 （市の役割） 

第６条 市は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策に、総合的かつ計画的に取り組むよう

努めるものとする。 

 （基本施策） 

第７条 市は、市民協働及び市民活動を推進するため、次の施策について積極的に取り組むものとす

る。 

 ⑴ 市民協働に関する情報の収集及び提供 

 ⑵ 市民活動の支援及び推進 

 ⑶ 市民活動団体等の連携の推進及び強化 

 ⑷ 市民活動拠点の充実 

 ⑸ 市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり、財政的支援等 

 ⑹ 前各号に定めるもののほか、市民協働及び市民活動を推進するため市長が必要と認めるもの 

 （市民協働推進委員会） 

第８条 市は、市民協働の推進に関する必要な事項を審議するため、岡崎市市民協働推進委員会（以

下この条において「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、市民協働の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述

べることができる。 
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３ 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

５ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

 （登録制度） 

第９条 市は、市民活動団体に関する活動の促進、市民活動団体等の連携及び情報の共有等の市民活

動団体への活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の登録制度を設ける。 

２ 市民活動団体は、規則で定める要件を備えることにより、市の登録を受けることができる。 

３ 前項の規定により登録を受けた団体は、第７条に規定する基本施策に基づき実施する市の支援を

受けることができる。 

４ 市は、規則で定める要件に該当しなくなった市民活動団体について、その登録を取り消すことが

できる。 

 （規則への委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成21年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に岡崎市地域交流センター条例（平成16年岡崎市条例第36号）第２条第２

項の規定により登録を受けている市民活動団体は、第９条第２項の規定により登録を受けた市民活

動団体とみなす。 

３ 省略 

４ 省略 
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２ 岡崎市市民協働推進条例施行規則 

平成21年３月27日 

規 則 第 2 5 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、岡崎市市民協働推進条例（平成21年岡崎市条例第８号。以下「条例」という。）

の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 （委員） 

第２条 条例第８条第３項の委員（次条及び第４条において「委員」という。）は、次に掲げる者の

うちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 

 ⑵ 市民活動を行う者 

 ⑶ 公募した市民 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

 （委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその

職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

 （運営） 

第５条 前３条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

 （市民活動団体の要件） 

第６条 条例第９条第２項の規則で定める要件は、次のとおりとする。 

 ⑴ 市内を中心に活動していること。 

⑵ 規約又は会則（次条において「規約等」という。）で公益を目的とする旨を定めていること。 
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 ⑶ 構成員が５人以上であること。 

 ⑷ 構成員のうち少なくとも１人は、市内に住所を有する者であること。 

 ⑸ 当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。 

２ 条例第９条第２項の規定により登録を受けた市民活動団体は、市民活動に係る毎年度の実績を、

その年度の終了後１月以内に、市民活動実績報告書により市長に提出しなければならない。 

 （市民活動団体の登録の手続） 

第７条 条例第９条第２項の登録を受けようとする団体の代表者は、市民活動団体登録申請書に規約

等、構成員名簿及び市民活動団体状況票を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、登録をしたときは、当該団体の代

表者に対し、その旨を通知するものとする。 

３ 地縁による団体その他市長が前条に規定する要件を備えていると認める団体にあっては、前２項

の規定による手続を要しないものとする。 

 （市民活動団体の登録の変更届） 

第８条 前条第２項により登録を受けた団体（次条において「登録団体」という。）は、同条第１項

の申請内容に変更があったときは、速やかに、市民活動団体登録変更届に変更後の内容を記載した

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（市民活動団体の登録の取消しの手続） 

第９条 市長は、条例第９条第４項の規定により登録団体の登録を取り消すときは、あらかじめ当該

登録団体へ取消しの事由等必要な事項を通知しなければならない。 

２ 登録団体は、条例第９条第４項の規定により自ら登録を取り消すときは、市民活動団体登録廃止

届を市長に提出しなければならない。 

 （委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化部長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成21年７月１日から施行する。 

２ 省略 
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３ 主な協働の形態 

事業実施段階における、市民協働の方法としては、「委託」、「補助」、「事業共催」、「後援」、

「事業協力」などがあります。 
 
 

①委託 

：従来、行政の領域にある業務の中で、市民活動団体の特性を活かすことによ

り、より効果的な取り組みが期待できる業務について、行政が業務を契約に

よって「委託」すること 

 

 

 

 

 

 

 
 

②補助 

：実施主体である市民活動団体の事業に対して、補助金を交付すること 

 
 
 
 
 

 

③事業共催 

：市民活動団体と行政が、共に事業主体となって、共同でひとつの事業を行うこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体例 

子育て講座等の実施を、専門性を持ち、

受講者に対してのフォローも可能なＮＰ

Ｏ法人に委託する。 
 

期待される効果 

○ＮＰＯが持つ専門的な知識・技術に基づ

く事業結果が期待できる。 

○ＮＰＯにおいては、事業を展開する機会

が増える。 

○行政においては、サービス内容の充実、

コスト削減が期待される。 

具体例 

地域美化や町並み景観の向上に取り組ん

でいる市民活動団体に補助金を交付す

る。 
 

期待される効果 

○一部経費を公の資金で賄うことで、補助

先の市民活動団体の専門的な知識や技術

を活かした、サービス提供が可能となる。

具体例 

市民活動団体と行政が、協働（共催）で

イベントを実施する。 
 
＜役割分担（例）＞ 
行政：会場の手配、備品の準備 
団体：当日のイベント運営 
共通：広報活動、イベント内容の検討 

期待される効果 

○市民活動団体、行政の特性や得意分野を

活かし、効果的な実施が期待できる。 

○それぞれの人的ネットワークが総合に活

用できる。 

○市民活動団体の専門的な知識や技術を活

かすことができる。 

○市民活動団体と行政との協力関係が促進

される。 
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④後援 

：市民活動団体のおこなう事業の公益性を認識し、支援すること 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑤事業協力 

：市民活動団体と行政が、一方が主導的に実施する事業に対して他方が補完的

に協力したり、双方が対等の立場で協働実施を行うなど、互いの事業に協力

すること 

 

 

 

 

 

 

 

具体例 

市民活動団体が主宰する講座に対して、

市が「後援」という形式で名を連ねる。 
（金銭的支出は伴わない形態） 
 

期待される効果 

○行政の「後援」により事業の信頼性が高

まり、事業の拡大が期待できる。 

○市民活動団体と行政との協力関係が促進

される。 

具体例 

住民がその地域の道路や河川などの清掃

や植生管理を行い、行政は必要な用具の

貸与や傷害保険の負担などを行う。 
 

期待される効果（例） 

○市民活動団体の専門的な知識や技術を活

かすことができる。 
○双方の特性や得意分野を活かすことによ

って、効果的な事業の実施が可能となる。

○市民活動団体と行政との協力関係が促進

される。 

※あいち協働ルールブック 2004（愛知県）を参考に、岡崎市の実情に合わせ作成しました。
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４ 岡崎市市民協働推進委員会委員名簿 

 

（任期：平成 21 年７月１日～平成 23 年６月 30 日）  

 

委員長 牛山 久仁彦 明治大学政治経済学部教授 

委員長 

職務代理者 
三田 妃路佳 

椙山女学園大学 

現代マネジメント学部講師 

委員 小田 貞雄 岡崎市総代会連絡協議会会長 

委員 杉山 信平 岡崎市社会福祉協議会会長 

委員 白井 宏幸 
特定非営利活動法人 岡崎都心再生協議会 

事務局長 

委員 三島 知斗世 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ理事

委員 今井 友乃 特定非営利活動法人地域福祉サポートちた理事 

委員 石川 貢 公募市民 

委員 杉本 安 公募市民 

委員 宮澤 会美香 公募市民 
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５ 計画策定の経緯 

 

日程 事項 内容 

2009年６月 
・市民活動団体アンケートの実施 

・市民協働事業評価シート等の分析 

・市民活動団体（約555団体）アンケートの実施 

・ＮＰＯ法人調査結果、市民協働公募事業評価等分析

2009年７月 ・市民協働推進委員会設置、開催 ・計画案策定スケジュールの説明等 

2009年８月 ・市民協働推進委員会開催 ・アンケート結果等に基づく計画概要の審議 

2009年10月 

・市民協働推進委員会開催 

・市民協働庁内推進会議開催 

・市民協働推進委員会開催 

・計画素案の審議 

・庁内推進会議開催 

・計画素案の完成 

2009年12月 
・パブリックコメントの実施 

 （12月７日～１月７日） 
 

2010年１月 ・市民協働推進委員会開催 ・パブリックコメントの結果と計画最終案の審議 

2010年２月 
・市民協働推進計画議会報告 

・市民協働推進委員会開催 

・パブリックコメントの結果報告 

・市民協働推進計画最終案の報告  

2010年３月 ・市民協働推進計画策定  
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